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放射性物質等による内部被ばくの検査に関する実態把握の結果 

 

１ 関連する制度の仕組み、経緯等 

内閣府原子力災害対策本部は、「原子力被災者への対応に関する当面の取組方針」（平

成 23 年５月 17 日）を決定し、その中で、９項目の取組事項に関する「原子力被災者へ

の対応に関する当面の取組のロードマップ」を明らかにした。このロードマップの「被

災住民の安心・安全の確保」の項目においては、「住民のスクリーニング・除染」、「住

民の健康調査の前提となる放射線量の推定」、「地域住民の長期的な健康管理」等を行う

こととされている。その後、７月 19 日にロードマップの進捗状況が公表され、「被災住

民の安心・安全の確保」に関する取組として、「原子力被災者・子ども健康基金の造成」

を行い、「県民健康管理調査の基本調査の実施」、「内部被ばく測定の実施」、「子ども・

妊婦に対する積算線量計の貸与」等を行うこととされた。 

                          （資料１、２） 

平成 23 年７月に、平成 23 年度第二次補正予算により、県民健康管理調査等のための

国の交付金（原子力被災者・子ども健康基金 962 億円、うち健康管理・調査事業分 782

億円）が決定され、同年９月に、これを基に、福島県において「福島県民健康管理基金」

（以下「基金」という。）が造成された。 

福島県は、基金を活用して、長期にわたり県民の健康を見守り、将来にわたる健康の

維持・増進を図ることを目的として、次のような健康管理・調査事業を実施している。 

（資料３） 

① 県民健康管理調査 

   ⅰ 基本調査 

全ての県民（約 202 万人）を対象に質問票により行動記録等を把握し、被ばく

線量を推計するために実施。環境モニタリングの結果等から他の地域に比べ放射

線量が高い可能性があると考えられる浪江町、飯舘村及び川俣町山木屋地区を対

象に平成 23 年６月下旬から先行して実施。これら以外の地域の福島県民について

は、８月 26 日から全県的な質問票の送付が開始された(23 年 10 月 11 日現在、対

象者約 167 万人に対して発送済み)。 

   ⅱ 詳細調査 

18 歳以下の全県民（約 36 万人）を対象とする甲状腺検査（甲状腺超音波検査）

を平成 23 年 10 月９日から福島県立医科大学附属病院で開始し、10 月 31 日まで

に 2,495 人に対して実施。また、11 月 14 日から県内各地への出張検査を開始し

た。さらに、県外に避難した者についても、甲状腺検査が可能な医療機関等の指

定を行うなどの検査体制を整えるとしている。その他、避難区域等の住民を対象

とする健康診査等にも着手している。 

② 内部被ばく検査  

福島県内で警戒区域等及び比較的放射線量が高い地域の住民を対象として、ホー

ルボディカウンタ(以下「ＷＢＣ」という。)による内部被ばく検査（以下「内部被
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ばく検査」という。）を平成 23 年６月 27 日から実施。 

(注) 内部被ばく検査については、福島県及び国の共催で独立行政法人放射線医学総合研究所に

おいて、福島県の一部地域の住民 174 名を対象に、６月 27 日から７月 28 日まで、先行的に

実施された。 

   平成 23 年 11 月現在、独立行政法人日本原子力研究開発機構、南相馬市立総合病院及びい

わき市立総合磐城共立病院において、内部被ばく検査が実施されている。 

③ 子ども等に対する積算線量計の貸与事業等 

  市町村が子ども及び妊婦を対象に個人線量計（ガラスバッジ等）を配布する場合、

又は保護者などの住民の用に供するサーベイメーターを整備する場合に補助する事

業（線量計等緊急整備支援事業）を実施。また、体験活動等（自然体験、歴史文化

体験、スポーツ体験等）を実施する市町村や団体に対して宿泊費等を補助する事業

（夏の体験活動応援補助事業）や、県立自然の家において親子による自然体験等を

行う事業（自然の家体験活動応援事業）を実施。 

 

内閣府原子力安全委員会は、平成 23 年７月 19 日に、「今後の避難解除、復興に向けた

放射線防護に関する基本的な考え方について」を示し、除染等や避難解除等の行政判断

のためには、科学的根拠となる環境モニタリング及び個人線量推定のためのシステム構

築が重要であるとし、さらに、これらに基づく健康評価システム(注)が構築されるべき

であるとしている。                         （資料４） 
(注) 長期間の避難等による現在の健康状態への影響を低減するとともに、将来の潜在的な健康影響に関

する懸念に対する住民等の不安の軽減に資するための長期的な健康評価システムを確立することが重
要とされている。 

 

２ 本実態把握の対象 

県民健康管理調査については、前述のとおり、基本調査は全ての福島県民を対象に開

始されており、また、甲状腺検査は福島県外への避難者に対する検査体制を整えるとさ

れている一方で、内部被ばく検査については、次のような状況があることから、本実態

把握では、これを対象として実施することとした。 

・ 福島県から県外に避難している者は 58,769 人（平成 23 年 11 月２日現在）に上り、

これらの避難者が全国各地に避難しており、これらの者のうち放射線量が高い地域の

住民等が内部被ばく検査をどのように受けるのかが明確になっていないこと。 

避難者が多い都道府県：山形県 12,542 人、東京都 6,542 人、新潟県 6,451 人(平成

23 年 11 月２日現在) 

（資料５) 

・  福島県内の市町村、県民、事業者等から、福島県に対して内部被ばく検査の実施要

望が多く寄せられているとともに、当該検査を実施している被ばく医療機関に対して

も福島県内の市町村や県民等から検査実施の要望が寄せられていること。 

なお、当省の行政相談においても、東日本大震災以降、平成 23 年 11 月までの間に

約 20 件の相談が寄せられている。 

・  全国の二次・三次被ばく医療機関には、内部被ばく検査に必要なＷＢＣが 27 台配置

されているが、これらは被ばく事故が発生したときに使用されるものであるため、一
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部の医療機関を除いてこれまでほとんど使用された実績はなく、これを使用した経験

を有する放射線技師等もほとんどいないと想定されること。 
（注）原子力安全委員会は、「緊急被ばく医療のあり方について」(平成 13 年６月 11 日原子力安全委員会

了承。20 年 10 月 27 日一部改訂)において、被ばく患者への初期対応においては、「測定により、放射
性物質による汚染や放射線による被ばくの有無を確認する必要がある」としている。また、内部被ば
く患者については、「放射性物質の吸入や飲み込み、放射性物質の創傷からの取り込みにより生じた
体内汚染による内部被ばくが疑われる患者に対しては、内部被ばくを低減させるための処置を可及的
速やかに行うことが望ましい。」としている。 

 

 

３ 本実態把握の結果 

 (1) 内部被ばく検査の実施体制等 

ア 全国の緊急被ばく医療体制 

原子力発電所から放出された放射性物質等を被ばくした者については、医療機関

に迅速に搬送され、被ばく医療が適切に行われることが重要であり、防災基本計画

（平成 20 年２月 18 日中央防災会議決定）において、国及び地方公共団体は、緊急

被ばく医療活動を充実強化するため、放射線障害に対応する医療機関の整備を進め

るとともに、緊急被ばく医療派遣体制を整備・維持するものとするとされている。 

これを受けて、次のとおり、緊急被ばく医療体制が整備されている。 

・ 初期被ばく医療機関：汚染の有無にかかわらず初期診療や救急診療を担う医療

機関。全国の原子力事業所立地県に 53 機関 

・ 二次被ばく医療機関：放射線被ばくの専門的な診療を担う医療機関。全国の原

子力事業所立地県に 32 機関 

・ 三次被ばく医療機関：二次被ばく医療機関では対応することが困難な高度専門

的な診療を担う医療機関。全国を東日本と西日本の２ブ

ロックに分け、東日本では独立行政法人放射線医学総合

研究所（以下「放医研」という。）を、西日本では広島大

学を指定 

(資料６) 

 

イ 内部被ばく検査に必要な機器であるＷＢＣの配置状況 

・ 全国のＷＢＣの保有台数合計    ：106 台 

うち二次・三次被ばく医療機関  ： 27 台 

     保健所・研究機関等     ： 30 台 

     原子力発電所等       ： 49 台 

（注） 原子力被災者生活支援チームが平成 23 年６月６日現在で取りまとめた台数。 

（資料７、８） 

         

ウ 内部被ばく検査の実施状況 

(ア) 福島県における内部被ばく検査の実施状況 

 今回、福島県における内部被ばく検査の実施状況等について実態を把握したと
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ころ、次のような状況がみられた。 

① 福島県 

平成 23 年 10 月現在、福島県には、ＷＢＣが３台（福島県立医科大学に１台、

福島県環境医学研究所に２台）設置されているが、このうち放射線量が高い地

域にある福島県立医科大学の１台についてはバックグランドの放射線量が検査

に影響があることから使用が制限され、福島県環境医学研究所の２台のうち１

台については、南相馬市立総合病院に移設して検査に用いられているが、その

他の１台については使用が不可となっている。 

また、福島県では、茨城県にある独立行政法人日本原子力研究開発機構（以

下「ＪＡＥＡ」という。）のＷＢＣ４台（うち１台は車両搭載型で、これまで会

津若松市、埼玉県加須市において稼働）を使用し内部被ばく検査を実施してい

る（平成 23 年 10 月末までに 6,327 人の検査を実施）。平成 23 年末までには福

島県内に新たに４台、24 年１月に１台のＷＢＣ（いずれも車両搭載型）が導入

される予定であり、その後は、福島県による県民（県外への避難者を含む。）へ

の内部被ばく検査は、当面、この５台と、南相馬市立総合病院に移設の１台及

びＪＡＥＡの４台の計 10 台で実施することとされている。 

福島県では、比較的放射線量の高い地域の住民から順次検査を実施し、でき

るだけ多くの県民を検査することとしている。 

 

② 新潟県（福島県からの依頼を受け内部被ばく検査を実施） 

新潟県では、ⅰ）平成 23 年７月に福島県からの避難者に対する内部被ばく検

査の実施について福島県から依頼を受け、ⅱ）23 年９月に福島県及び放医研と

検査の進め方について協議し、ⅲ）二次被ばく医療機関である新潟県立がんセ

ンター新潟病院（新潟県放射線検査室に設置されているＷＢＣ１台）について、

放医研等からキャリブレーション(機器の調整・校正)などの技術的・専門的な

支援を得、ⅳ）当該ＷＢＣについて、操作者１人、検査結果の説明者１人及び

補助者１人を新たに雇用した上で、福島県からの避難者に対する内部被ばく検

査を 23 年 10 月から実施することとした。新潟県では、平成 23 年 10 月 24 日か

ら 24 年３月までに約 1,000 人について検査する予定としている。 

 

(イ) 独自に内部被ばく検査を実施している例 

  今回、二次・三次被ばく医療機関であり、放射線等の検査に関する知見と実績

があると考えられる広島大学及び長崎大学について、内部被ばく検査の実施状況

について実態を把握したところ、次のとおり、独自に内部被ばく検査を実施して

いる状況がみられた。 

① 広島大学（三次被ばく医療機関）では、平成 23 年８月から、独自に福島県か

らの避難者を含む福島県民、国が指定した避難指示区域等へ立ち入った者に対

し内部被ばく検査を実施している。広島大学には、ＷＢＣが１台設置され、技
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術系職員２人、看護師１人及び医師１人が一般診療業務と兼務で、週１日、１

日当たり４人又は５人に対し内部被ばく検査を実施している（平成 23 年９月末

までに約 20 人の検査を実施）。 

② 長崎大学（二次被ばく医療機関）では、東日本大震災直後から、独自に希望

者（福島県からの避難者等の一般住民）や福島県内への支援活動従事者（長崎

県内の自治体職員等）に対して内部被ばく検査を実施している（平成 23 年９月

末までに 601 人の検査を実施）。 

当初は毎日実施していたが、検査対応の事務が膨大になり、一般診療への影

響が免れられないことから、平成 23 年８月頃以降は、原則として週３日、１日

当たり６人に対し実施することとし、ＷＢＣ１台、操作者（技術職員）１人、

評価者１人及び説明者（医師）１人で対応している。 

   長崎大学では、当該ＷＢＣは、元々原爆被爆者を対象に少ない放射線量でも

測定できるような精密な専門機器であり、他のＷＢＣよりも校正も複雑で、測

定にも時間を要する（１人 20 分）ものであることから、簡易型ＷＢＣ（注）で

あれば、同じ体制であっても現在より多くの人数を検査することができるとし

ており、まずは簡易型で実施し、その結果必要があれば既存の精密型で検査す

るという方法が効率的であるとしている。 
    (注) 簡易型ＷＢＣは、原子力災害時に周辺住民等の被検者の体内汚染測定に用いられる（「緊

急被ばく医療における被ばく線量評価－内部被ばくを中心として－」（平成 23 年８月公益財
団法人原子力安全研究協会緊急被ばく医療研修テキスト）。          

 

⑵ 二次・三次被ばく医療機関に設置されているＷＢＣを最大限活用した場合の内部被

ばく検査の実施の見通し等 

 ア 内部被ばく検査を受ける医療機関等までの移動手段等 

   平成 23 年 10 月現在、福島県では、内部被ばく検査を主にＪＡＥＡの４台のＷＢ

Ｃ（茨城県に３台、他の１台は車両搭載型で、会津若松市、埼玉県加須市等におい

て稼働）で実施しているため、茨城県で検査を実施する場合は、県内のいくつかの

拠点から福島県民をバスでＪＡＥＡに送迎している。 

その際、福島県外の避難者がＪＡＥＡで内部被ばく検査を受けようとする場合に

は、自家用車等で福島県内の拠点まで向かうか、直接ＪＡＥＡに向かうかのいずれ

かの方法を選択せざるを得ない状況となっている。 

 

イ 二次・三次被ばく医療機関のＷＢＣを活用するとした場合の内部被ばく検査の実

施見通し 

   福島県では、平成 23 年 10 月現在、内部被ばく検査を、前述３⑴ウ（ア）のとお

り、ＪＡＥＡの４台、南相馬市立総合病院に移設の１台、新潟県に依頼し、新潟県

立がんセンター新潟病院の１台のＷＢＣで実施しており、今後、福島県に５台のＷ

ＢＣが導入される予定である。 

  一方、前述３⑴ウ（イ）のとおり、広島大学及び長崎大学では、独自に内部被ば
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く検査を実施している。また、その他の福島県外の二次・三次被ばく医療機関には

20 台（放医研を除く。）のＷＢＣが設置されている。後述ウのようなあい路があり、

これらのＷＢＣの全てを活用することは難しいとみられるものの、福島県外の二

次・三次被ばく医療機関において内部被ばく検査を実施できる可能性がある。 

  また、これらの二次・三次被ばく医療機関において内部被ばく検査を実施するこ

ととした場合には、福島県から全国各地に避難している者を対象として、内部被ば

く検査を福島県ではなく避難先の近隣の二次・三次被ばく医療機関で実施すること

が可能になる。 

さらに、二次・三次被ばく医療機関の中に所在地域内に避難した福島県民の内部

被ばく検査を短期間で完了することができるところがある場合には、当該医療機関

において、福島県内に在住する福島県民についても、検査場所までの移動の負担や

利便性、受検者の希望等を考慮し、内部被ばく検査を行うことを検討する余地があ

ると考えられる。 

 

ウ 福島県外の二次・三次被ばく医療機関を活用するとした場合のあい路 

 福島県外の二次・三次被ばく医療機関で内部被ばく検査を実施するとした場合、

次のようなあい路に留意しておく必要がある。 

① 内部被ばく検査の操作者及び検査結果の評価者の配置 

新潟県では、原子力災害時は二次被ばく医療機関である新潟県立がんセンター

新潟病院の職員が、新潟県放射線検査室においてＷＢＣを操作することとしてい

るが、同病院には、内部被ばく検査に携わる専任職員はおらず、長期的かつ日常

的に検査するには操作者等が必要なことから、前述のとおり、操作者等を新たに

雇用している。また、独自に内部被ばく検査を実施している広島大学及び長崎大

学でも、内部被ばく検査に携わる専任職員はいないため、一般診療等に携わって

いる職員が兼務によりＷＢＣの操作等の業務を担当している。 

新潟県、広島大学及び長崎大学では、内部被ばく検査を長期的かつ日常的に実

施する場合の検査体制について、次のとおり説明している。 

ⅰ 新潟県：操作者と評価者が整備されなければ検査の実施が困難。 

ⅱ 広島大学：操作者と評価者が整備されなければ、一般診療等に影響が及ぶ  

おそれが高い。実施体制を拡充することができれば、被検者数を増やすことは

可能。 

ⅲ 長崎大学：操作者と評価者の整備に加え、事務担当職員の増員がなければ、

一般診療等に影響が及ぶおそれが高い。実施体制を拡充することができれば、

被検者数を増やすことは可能。 

このように、多数の被検者に長期的かつ日常的に対応するには、相当数の操作

者と評価者を新たに雇用することが必要となる。 

なお、福島県は、平成 23 年度に導入される５台のＷＢＣの操作者等が現状では

不足することから、派遣会社等への委託により検査に対応する予定であるとして
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いる。 

 

② 内部被ばく検査の実施に当たっての費用負担 

福島県は、基金を活用して、内部被ばく検査を実施し、新潟県は福島県からの

依頼を受けて内部被ばく検査を実施しているが、広島大学及び長崎大学では、既

に内部被ばく検査を実施しているものの、基金を使用していない。これは、広島

大学及び長崎大学が独自の判断で内部被ばく検査を行っており、広島大学及び長

崎大学、さらには避難者を受け入れている自治体（広島県、長崎県等）も基金の

存在を承知していなかったことによる。 

一方、福島県は、新潟県と内部被ばく検査の実施に関する契約を締結し、人件

費等の費用を基金で賄う予定としている。福島県外の二次・三次被ばく医療機関

において福島県外の避難者に対し内部被ばく検査を実施するとした場合、それに

要する費用については福島県と医療機関との個別の契約によることになるが、そ

の際には、福島県と新潟県との契約が参考になると考えられる。 

   長崎大学では、内部被ばく検査を長期的に行う場合には、ＷＢＣに関する消耗

品や機器の校正に要する費用などの維持費についても考慮されるべきとしている。 

 

   ③ 内部被ばく検査の実施に当たっての技術的かつ専門的な支援 

     福島県は、福島県民の内部被ばく検査を実施するに当たって、内部被ばく検査

結果を福島県における健康管理調査のデータの一つとして管理し、県民の健康管

理に活用していくこととしており、福島県以外で内部被ばく検査を実施する場合

には、福島県で実施している内部被ばく検査と同等の検査精度で、同様の線量評

価方法により実施されることが必要であるとしている。このため、上述３⑴ウ（ア）

②の新潟県立がんセンター新潟病院においては、事前に放医研により、ＷＢＣの

調整・校正が行われるとともに、検査精度や線量評価の方法が福島県と同等のも

のとなるように、検査に携わる職員への研修等が実施されている。 

一方、全国の二次・三次被ばく医療機関に配置されているＷＢＣにより、福島

県が実施している内部被ばく検査と同等の検査を実施できるかどうかは、現時点

では明らかとはなっていない。 

このため、全国の二次・三次被ばく医療機関において、福島県からの避難者に

対する内部被ばく検査を実施するためには、まずは二次・三次被ばく医療機関に

おけるＷＢＣの機種、検査精度等を把握し、福島県が実施する内部被ばく検査と

同等の検査が可能なＷＢＣを特定することが必要であり、その上で、当該ＷＢＣ

を保有している二次・三次被ばく医療機関に福島県民の内部被ばく検査の実施を

依頼し、受け入れるとした二次・三次被ばく医療機関のＷＢＣの調整・校正、検

査精度や線量評価の方法の共通化、職員への研修等の技術的・専門的な支援が必

要となっている。 
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福島県内外に在住する福島県民に対する内部被ばく検査については、福島県民の将来

にわたる健康の維持・増進を図るため、内閣府原子力災害対策本部原子力被災者生活支

援チームにおいて、福島県及び関係省庁と連携を図りながら、次のような措置を講ずる

ことにより、円滑かつ効率的な検査の実施を推進していくことが課題。 

 

① 全国の二次・三次被ばく医療機関に対し、既に福島県からの依頼を受けて内部被

ばく検査を実施している先行事例を紹介しつつ、福島県内外に在住する福島県民の

内部被ばく検査の実施を要請すること。 

② 二次・三次被ばく医療機関において福島県民の内部被ばく検査を実施する場合に

は、ＷＢＣの調整・校正、検査精度や線量評価の方法の共通化、ＷＢＣの操作者及

び評価者への研修等の技術的・専門的な支援を行うこと。 

 

上記の措置を講ずるに当たっては、全国の被ばく医療機関における、ＷＢＣの機種及

び検査精度等、操作者及び評価者の配置状況、並びに実施可能人数を把握しておく必要

があると考えられる。 

課 題 
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原子力被災者への対応に関する当面の取組のロードマップ

取組事項 ＜ステップ１（７月中旬を目途）＞ ＜ステップ２ （３～６カ月程度※）＞
※ステップ１終了後

中期的課題

１．東京電力福島第一原子力発電所
事故の事態収束に向けた取組

２．避難区域に係る取組

放射線量が着実に減少傾向となっている
放射性物質の放出が管理され、放
射線量が大幅に抑えられている

平成23年5月17日
原子力災害対策本部

検

区
域
解
除

モ
ニ
タ
リ

応急仮設住宅等の早期確保
※避難生活が長期に及ぶ方を優先に順次提供。現時点で市町村の具体的要望のある約15,200戸
を8月前半までに完成させる見通し。追加要望があれば早期完成を目指す県の取り組みを支援

（現時点：5月17日）

３．計画的避難区域に係る取組

４．緊急時避難準備区域に係る取組

５．被災住民の安心・安全の確保

一時立入の実施（第一巡）
※ 5月10日以降順次実施

乗用車等の持出
※ ５月下旬頃より実施

計画的避難の実施
※ ５月下旬頃までに実施

計画的避難の実施準備
（避難先確保、家畜等の移動）

避難先等における事業活動支援

現地調査、処理方法検討、処分実施
がれき・下水汚泥の処理

方針検討

校庭・園庭の土壌についての対応の実施
校庭・園庭等の線量調

査等の実施

環境モニタリングの強化 環境モニタリング（空間 土壌 海水中 海底土壌）・評価の継続的実施

住民の健康調査の前提となる放射線量の推定
※ ５月以降開始

住民のスクリーニング
・除染

地域住民の長期的な健康管理
※調査結果を踏まえ実施方法の具体的な検討を行う。

第二巡
討
・実
施

除
の
具
体
的

リ
ン
グ
評
価

６．雇用の確保、農業・産業への支援

７．被災地方公共団体への支援

環境モ タリングの強化
・線量測定マップ等の作成・公表

環境モニタリング（空間、土壌、海水中、海底土壌） 評価の継続的実施
※区域解除、住民の帰還に向けて継続的に実施

被災地方公共団体や被災者を受け入れている地方公共団体に対する継続的支援を実施

雇用調整助成金・失業手当の特例
がれき処理など公共事業や雇用創出基金事業による雇用創出・雇用あっせん

ＪＡ・ＪＦグループつなぎ融資への実質的保証

風評被害対策の実施及び輸出支援（国内外向け広報活動、検査補助、外国政府への働きかけ 等）

中小企業向け融資・保証の拡充
工場・商店等の復旧・事業継続支援

福島県と連携した無利子・長期の事業資金を提供する特別支援
※５月下旬以降実施

紛争審査会 催 指針 次策定 表

８．被災者・被災事業者等への賠償

９．ふるさとへの帰還に向けた取組

土壌等の放射性物質の蓄積状況の調査 ※５月以降実施

事業者等への仮払い
東京電力による避難住
民への一時金仮払い

随時必要に応じて追加

賠償の受付・支払い

地域活力の再生・復興策の検討 地域活力の再生・復興策の実施

土壌等の除染・改良の手法の実証研究 ※ ５月以降段階的に実施

土壌等の除染・改良の実施
※区域の解除に応じて実施

紛争審査会の開催
一次指針の公表

指針の順次策定・公表
7月に中間指針（原子力損害全体）とりまとめ

012028A
画像

012028A
長方形

001838
タイプライターテキスト
（注）　枠線は当省が付した。



＜ステップ１＞ ＜ステップ2（ステップ１終了後3～6ヶ月程度）＞ 中期的課題

１．東京電力福島第一原子力発電所事故の事態収束に向けた取組

２．モニタリングの強化・継続実施

３．避難区域等に係る取組・ふるさとへの帰還に向けた取組

原子力被災者への対応に関する当面の取組のロードマップ（7/19日段階） 平成23年7月1９日
原子力災害対策本部

警戒区域・計画的避難区域の空間線量率の測定

放射線量等分布マップ（線量測定マップ、積算線量推定マップ、土壌濃度マップ、
農地土壌放射能濃度分布マップ）の継続的な作成・公表

モニタリング調整会議に基づく各省のモニタリング強化（農地、森林、食品（農・林・畜・水産物）、水環境、水道水等）

航空機モニタリングの継続実施環境モニタリング
の継続的実施
空間線量、土壌、
海水、海底土壌

緊急時避難準備区域の空間線
量率の評価

放射線量等分布マップの
作成・公表

応急仮設住宅の確保
７月末までに14000戸を完成させる見通し

（現時点：7月19日）

原子炉施設の安定性の評価

放射線量が着実に減少傾向
となっている

放射性物質の放出が管理され、放射線量が大幅に抑えられている

区
域

具
体
的

原子炉施設の安定性の評価、詳細モニタリングの実施など

４．その他の支援策

地域活力の再生・復興策の検討・実施

がれき・下水汚泥の処理方針検討・決定 がれき、汚泥等の回収、一時保管、処理の実施

内部被ばく測定の実施

一時立入の実施（第一巡、乗用車）・効率化

土壌等の除染・改良手法の実証研究

避難住民（避難費用、精神損害）、農林漁業者、
中小企業への仮払い実施

中間指針等を受けた賠償の準備・受付及び支払いの実施

必要に応じて順次指針を追加

県民健康管理調査の基本調査の実施

第二巡以降

子ども・妊婦に対する積算線量計の貸与、子ども等に対する放射線影響防止策の実施

生活空間の線量低減に関する手引きの公表
除染ガイドラインの作成

土壌・生活空間等における除染・改良の段階的実施

１次、２次指針、２次
指針追補の策定

中間指針（原子力
損害全体）の策定

原子力被災者・
子ども健康基金
の造成

計画的避難の概ね完了

県民健康管理調査の詳細調査の実施（子どものガン検診を含む）県民健康管理調査
の先行調査の実施

内部被ばく
測定事業開始

域
解
除
の

的
検
討
・実
施

012028A
画像

012028A
長方形

001838
タイプライターテキスト
（注）　枠線は当省が付した。



福島県民健康管理基金(経済産業省からの交付金分 782 億円)による県民健康管理（支援）事業(概要) 
 

（注） 実態把握結果に基づき当省が作成した。 

 

 

 

 

資料３ 

 

〇 福島県内で警戒区域等及び比較的放射線量が高い地域の住民

を対象として、ＷＢＣによる内部被ばく検査を実施（平成 23 年

６月 27 日から７月 28 日まで（独）放射線医学総合研究所にお

いて先行的に実施） 

○ 23 年 10 月現在、主に(独)日本原子力研究開発機構の４台と南

相馬市立総合病院の１台のＷＢＣで実施（10 月 31 日までに

6,608 人)、今後も継続 

<ＷＢＣの購入予定> 

 24 年１月までに福島県で５台を購入予定(全て車載搭載型) 

・子ども等に対する積算線量計の貸与事業等 

対象者 ：子ども、妊婦 

事業内容：市町村が実施する個人線量計、ガラスバッジ等の貸

与事業及びサーベイメーターの整備事業への補助等 

・子ども屋外体験活動支援事業 

 対象者 ：幼児、小・中学生とその家族等 

 事業内容：自然体験活動等への補助、自然体験活動等の実施 

県民健康管理調査 ＷＢＣ（ホールボディカウンタ）による内部被ばく検査

子ども等に対する積算線量計の貸与事業等 

基本調査 

 全福島県民(約 202 万人)を対象に質問票により行動記

録等を把握し、被ばく線量を推計。環境モニタリング

の結果等から他の地域に比べ放射線量が高い可能性が

あると考えられる浪江町、飯舘村及び川俣町山木屋地

区を対象に平成 23 年６月下旬から先行して実施。これ

ら以外の地域の福島県民については、23 年８月 26 日

から質問票を送付開始。 

 

詳細調査 

(平成 23 年 10 月から実施) 

１．甲状腺超音波検査(対象：県内18歳以下(約36万人))

２．健康診査(対象：避難区域等の住民) 

３．こころの健康度調査(対象：避難区域等の住民) 

４．妊産婦に関する調査(対象：県全域妊産婦) 

データベースの構築(個人別に一元管理) 



〇 今後の避難解除、復興に向けた放射線防護に関する基本的な考え方について（平成 23

年７月 19 日原子力安全委員会）（抜粋） 

 

原子力安全委員会は、平成 23 年３月 11 日に発生した東京電力福島第一原子力発電所の

事故に伴い、周辺住民等の放射線防護に関する各種の技術的助言を行ってきているが、同

年５月 19 日には、それまでの助言についての原子力安全委員会としての考え方について説

明責任を果たすべきとの認識から、「放射線防護に関する助言に関する基本的考え方につい

て」を公表したところである。この度、その後の経緯を踏まえた各種放射線防護に関する

取組の必要性に鑑み、今後の避難解除や復興に向けた段階における放射線防護に関する基

本的な考え方を以下に示すこととする。 

 

１．（略） 

 

２．環境モニタリングシステム、個人線量推定システム、健康評価システムの構築 

防護措置およびその一環としての除染・改善措置の展開ならびに避難解除等の行政判断

のためには、その科学的根拠となる環境モニタリングおよび個人線量推定のためのシステ

ム構築が重要である。また、これらに基づいて健康評価システムが構築されるべきである。 

（１）、（２） （略） 

（３）健康評価システムの構築 

原子力災害と地震・津波災害という未曽有の複合災害に伴う長期間の避難、また、

屋内退避、集団生活、ストレス等による現在の健康状態への影響を低減することと同

時に、将来の潜在的な健康影響に関する懸念に対して、住民等の不安を軽減すること

が重要である。このためには、長期的な健康評価システムを確立することが必要とな

る。ここでは、放射線との関連が明らかな疾患だけでなく、メンタルな疾患なども含

めた健康状態を把握することが基本となる。前述の環境モニタリングに基づく個人線

量推定は、放射線に関連した健康評価の基盤となる。 

 

３．（略） 

 

 

（注） 下線は当省が付した。 
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調査時点： 平成２３年１１月２日（水）
復興対策本部からのデータ提供： 平成２３年１１月１１日（金）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
地方名 都道 避難所 旅館・ その他 住宅等 合計

府県 （公民館、 ホテル （親族・ （公営、仮設、
学校等） 知人宅等） 民間、病院含む）

北海道 北海道 504 1,323 1,827
東 北 青 森 332 310 642

岩 手 15 312 258 585
宮 城 50 8 814 695 1,567
秋 田 80 431 660 1,171
山 形 12 128 478 11,924 12,542
福 島

関 東 茨 城 19 40 593 2,216 2,868
栃 木 39 890 1,627 2,556
群 馬 284 1,638 1,922
埼 玉 673 6 4,036 4,715
千 葉 3,259 3,259
東 京 6 282 1,461 4,793 6,542
神奈川 1,496 1,496

中 部 新 潟 9 442 6,000 6,451
富 山 55 290 345
石 川 1 61 340 402
福 井 5 67 335 407
山 梨 253 475 728
長 野 4 160 804 968
岐 阜 118 165 283
静 岡 145 214 644 1,003
愛 知 151 666 817

近 畿 三 重 27 91 118
滋 賀 160 99 259
京 都 137 633 770
大 阪 138 746 884
兵 庫 212 342 554
奈 良 32 56 88
和歌山 20 51 71

中 国 鳥 取 22 89 111
島 根 12 112 124
岡 山 74 159 233
広 島 104 191 295
山 口 34 64 98

四 国 徳 島 17 67 84
香 川 12 32 44
愛 媛 79 81 160
高 知 27 33 60

九 州 福 岡 91 263 354
佐 賀 12 141 153
長 崎 36 76 112
熊 本 41 55 96
大 分 37 167 204
宮 崎 59 66 125
鹿児島 42 105 147

沖 縄 沖 縄 14 43 472 529
合 計 760 776 12,347 44,886 58,769

福島県から県外への避難状況

※東日本大震災復興対策本部「震災による避難者の避難場所別人数調査」のうち福島県分を抽出。

※岩手県及び宮城県の避難者数は、１１月２日現在で両県から当県に対して提供のあった全国避難者情報システ
ムの人数を計上。

２３．１１．１５（火） 
県災害対策本部県外避難者支援チーム 
（塩見 藤田） ０２４－５２３－４２５０ 
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タイプライターテキスト
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長方形



 

放射線医学総合研究所 広島大学 

放射線医学総合研究所 

（注）「緊急被ばく医療のあり方について」（平成 13 年６月原子力安全委員会了承。平成 20 年 10 月一部改訂）に基づき当省が作成した。 

被ばく医療体制の概要 
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：

：

：

（注）１ 当省の実態把握結果による。
２ 医療機関名の横の数字はWBC保有台数（平成23年6月6日現在）で、原子力被災者生活支援チームの資料による。

二次・三次被ばく医療機関が保有するホールボディカウンタ（ＷＢＣ）の状況（平成23年10月現在）

福島県からの依頼を受けて内部被ばく検査
を実施している県

WBCを保有する二次・三次被ばく医療機関が
所在する県

独自に内部被ばく検査を実施している二
次・三次被ばく医療機関が所在する県

札幌医科大学付属病院 １

国立病院機構

北海道がんセンター １

青森県立中央病院 １

八戸市立市民病院 １

弘前大学医学部付属病院 １

国立病院機構

仙台医療センター １

宮城県立循環器・

呼吸器病センター １

福島県立医科大学

医学部付属病院 １

国立病院機構

水戸医療センター １

茨城県立中央病院 ２

独立行政法人

放射線医学総合研究所 ３

北里大学病院 １静岡県立総合病院 １

国立病院機構

大阪医療センター １済生会川内病院 １

長崎大学病院 １

唐津赤十字病院 １

島根県立中央病院 １

広島大学 １

国立病院機構

岡山医療センター １

福井県立病院 １

石川県立中央病院 １

国立病院機構

金沢医療センター １

新潟県立がん

センター新潟病院 １
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